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商産業省令第88号）第81条の14の規定 き、登録証を交付すること。

に基づき、同条の表の第５号、第10号 28 計量法施行規則第46条の規定に基づ

から第12号まで、第14号及び第15号に き、登録証を再交付すること。

掲げる者から報告又は届出を受理する 29 職業能力開発促進法（昭和44年法律

こと（販売業者については、競技用紙 第64号）第24条第１項の規定に基づ

。とこるす定認を練訓業職、き。）。る限に管雷

29 高圧ガス保安法（昭和26年法律第20 30 職業能力開発促進法第24条第３項の

4号）第５条第２項の規定に基づき、 規定に基づき、職業訓練の認定を取り

高圧ガスの製造の届出を受理するこ 消すこと。

に定規の条63第法進促発開力能業職13。と

30 高圧ガス保安法第12条第３項の規定 基づき、職業訓練法人の設立を認可す

に基づき、第２種製造者に対し製造施 ること。

設を修理し、改造し、若しくは移転 32 職業能力開発促進法第40条第２項の

し、又は技術上の基準に従って高圧ガ 規定に基づき、職業訓練法人の解散を

スを製造すべきことを命ずること。 認可すること。

31 高圧ガス保安法第14条第４項の規定 33 職業能力開発促進法第42条の規定に

に基づき、製造施設の位置、構造若し 基づき、職業訓練法人の設立の認可を

くは設備の変更の工事をし、又は製造 取り消すこと。

をする高圧ガスの種類若しくは製造の

方法の変更の届出を受理すること。

32 高圧ガス保安法第15条第２項の規定

に基づき、技術上の基準に従って高圧

ガスを貯蔵すべきことを命ずること。

33 高圧ガス保安法第16条第１項の規定

に基づき、第１種貯蔵所の設置を許可

すること。

34 高圧ガス保安法第17条第２項の規定

に基づき、第１種貯蔵所の設置の許可

を受けた者の地位の承継の届出を受理

すること。

35 高圧ガス保安法第17条の２の規定に

基づき第２種貯蔵所の届出を受理する

こと。

36 高圧ガス保安法第18条第３項の規定

に基づき、第１種貯蔵所又は第２種貯

蔵所を修理し、改造し、又は移転すべ

きことを命ずること。

37 高圧ガス保安法第19条第１項の規定

に基づき、第１種貯蔵所の位置、構造

又は設備の変更の工事を許可するこ

と。

38 高圧ガス保安法第19条第２項の規定

に基づき、第１種貯蔵所の軽微な変更

の工事をした旨の届出を受理するこ

と。

39 高圧ガス保安法第19条第４項の規定

に基づき、第２種貯蔵所の位置、構造

又は設備の変更の工事を受理するこ

と。

40 高圧ガス保安法第20条第１項の規定
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に基づき、第１種貯蔵所の工事の完成

検査を行うこと（第１種貯蔵所に係る

完成検査に限る。）。

41 高圧ガス保安法第20条第１項ただし

書の規定に基づき、協会又は指定完成

検査機関が行う完成検査を受け、経済

産業省令で定める技術上の基準に適合

している旨の届出を受理すること（第

１種貯蔵所に係る届出に限る。）。

42 高圧ガス保安法第20条第２項の規定

に基づき、検査記録の届出を受理する

こと（第１種貯蔵所に係る届出に限

る。）。

43 高圧ガス保安法第20条第３項の規定

に基づき、第１種貯蔵所の位置、構造

又は設備の変更の工事の完成検査を行

うこと（第１種貯蔵所に係る完成検査

に限る。）。

44 高圧ガス保安法第20条第３項第２号

の規定に基づき、認定完成検査実施者

による完成検査記録の届出を受理する

こと（第１種貯蔵所に係る届出に限

る。）。

45 高圧ガス保安法第20条第４項の規定

に基づき、協会又は指定完成検査機関

に対し完成検査の結果を報告させるこ

と（第１種貯蔵所に係る報告に限

る。）。

46 高圧ガス保安法第20条の４の規定に

基づき、販売事業の届出を受理するこ

と。

47 高圧ガス保安法第20条の５第２項の

規定に基づき、販売業者等に対し、周

知させ、又はその周知の方法を改善す

べきことを勧告すること。

48 高圧ガス保安法第20条の５第３項の

規定に基づき、同条第２項の勧告に従

わなかった旨を公表すること。

49 高圧ガス保安法第20条の６第２項の

規定に基づき、技術上の基準に従って

高圧ガスの販売をすべきことを命ずる

こと。

50 高圧ガス保安法第20条の７の規定に

基づき、高圧ガスの種類の変更の届出

を受理すること。

51 高圧ガス保安法第21条第２項の規定

に基づき、高圧ガスの製造の事業の廃

止の届出を受理すること。

52 高圧ガス保安法第21条第３項の規定

に基づき、高圧ガスの製造の廃止の届
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険な状態となったときの届出を受理す

ること。

66 高圧ガス保安法第39条の規定に基づ

き、緊急措置をすること。

67 高圧ガス保安法第39条の11第１項の

規定に基づき、認定完成検査実施者に

よる特定変更工事の検査記録の届出を

受理すること（第１種貯蔵所に係る届

出に限る。）。

68 高圧ガス保安法第49条の35の規定に

基づき、外国登録容器等製造業者が規

格に適合しない容器等を製造したこと

により、当該容器等を輸入した者に対

し、災害の拡大を防止するために必要

な措置をとるべきことを命じること。

69 高圧ガス保安法第61条の規定に基づ

き、業務に関する報告をさせること。

70 高圧ガス保安法第62条第１項の規定

に基づき、職員に高圧ガスの製造をす

る者等の事務所等に立ち入り、帳簿、

書類等を検査させ、関係者に質問さ

せ、又は試験のため必要な高圧ガスを

収去させること。

71 高圧ガス保安法第63条第１項の規定

に基づき、事故届等の届出を受理する

こと。

72 高圧ガス保安法第63条第２項の規定

に基づき、災害発生に関する必要な事

項について報告を命ずること。

73 高圧ガス保安法第65条第１項の規定

に基づき、条件を付すこと。

74 高圧ガス保安法第74条第１項の規定

に基づき、沖縄県公安委員会又は消防

長（消防本部を置かない市町村にあっ

ては、市町村長）に通報すること。

75 液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律（昭和42年法律

第149号。以下「液化石油ガス法」と

いう。）第３条第１項の規定に基づ

き、液化石油ガス販売事業を登録する

こと。

76 液化石油ガス法第３条の２第１項の

規定に基づき、液化石油ガス販売事業

者登録簿に登録すること。

77 液化石油ガス法第３条の２第２項の

規定に基づき、登録した旨を申請者に

通知すること。

78 液化石油ガス法第３条の２第３項の

規定に基づき、液化石油ガス販売事業

者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求
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92 液化石油ガス法第37条の２第１項の

規定に基づき、貯蔵施設の位置、構造

若しくは設備の変更を許可すること又

は特定供給設備の位置、構造、設備若

しくは装置の変更を許可すること。

93 液化石油ガス法第37条の２第２項の

規定に基づき、軽微な変更の届出を受

理すること。

94 液化石油ガス法第37条の３第１項の

規定に基づき、貯蔵施設の設置若しく

はその位置、構造若しくは設備の変更

又は特定供給設備の設置若しくはその

位置、構造設備若しくは装置の変更の

完成検査を行うこと。

95 液化石油ガス法第37条の３第１項た

だし書の規定に基づき、協会又は指定

完成検査機関が行う完成検査を受け、

経済産業省令で定める技術上の基準に

適合している旨の届出を受理するこ

と。

96 液化石油ガス法第37条の３第２項の

規定に基づき、協会又は指定完成検査

機関の完成検査の結果を報告させるこ

と。

97 液化石油ガス法第38条の３の規定に

基づき、学校、病院等の液化石油ガス

設備工事の届出を受理すること。

98 液化石油ガス法第38条の10第１項又

は第２項の規定に基づき、特定液化石

油ガス設備工事事業の開始又は変更若

しくは廃止の届出を受理すること。

99 液化石油ガス法第82条第１項の規定

に基づき、液化石油ガス販売事業者等

に対し、業務及び経理の状況に関する

報告をさせること。

100 液化石油ガス法第82条第２項の規

定に基づき、充てん業者に対し、業務

及び経理の状況に関する報告をさせる

こと。

101 液化石油ガス法第83条第３項の規

定に基づき、職員に登録を受けた液化

石油ガス販売事業者、許可を受けた充

てん事業者又は特定液化石油ガス設備

工事事業者の事務所等に立ち入り、帳

簿、書類等を検査させ、関係者に質問

させ、又は試験のため液化石油ガスを

収去させること。

102 液化石油ガス法第83条第４項の規

定に基づき、職員に認定を受けた保安

機関の事務所等に立ち入り、業務の状
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92 液化石油ガス法第37条の２第１項の

規定に基づき、貯蔵施設の位置、構造

若しくは設備の変更を許可すること又

は特定供給設備の位置、構造、設備若

しくは装置の変更を許可すること。

93 液化石油ガス法第37条の２第２項の

規定に基づき、軽微な変更の届出を受

理すること。

94 液化石油ガス法第37条の３第１項の

規定に基づき、貯蔵施設の設置若しく

はその位置、構造若しくは設備の変更

又は特定供給設備の設置若しくはその

位置、構造設備若しくは装置の変更の

完成検査を行うこと。

95 液化石油ガス法第37条の３第１項た

だし書の規定に基づき、協会又は指定

完成検査機関が行う完成検査を受け、

経済産業省令で定める技術上の基準に

適合している旨の届出を受理するこ

と。

96 液化石油ガス法第37条の３第２項の

規定に基づき、協会又は指定完成検査

機関の完成検査の結果を報告させるこ

と。

97 液化石油ガス法第38条の３の規定に

基づき、学校、病院等の液化石油ガス

設備工事の届出を受理すること。

98 液化石油ガス法第38条の10第１項又

は第２項の規定に基づき、特定液化石

油ガス設備工事事業の開始又は変更若

しくは廃止の届出を受理すること。

99 液化石油ガス法第82条第１項の規定

に基づき、液化石油ガス販売事業者等

に対し、業務及び経理の状況に関する

報告をさせること。

100 液化石油ガス法第82条第２項の規

定に基づき、充てん業者に対し、業務

及び経理の状況に関する報告をさせる

こと。

101 液化石油ガス法第83条第３項の規

定に基づき、職員に登録を受けた液化

石油ガス販売事業者、許可を受けた充

てん事業者又は特定液化石油ガス設備

工事事業者の事務所等に立ち入り、帳

簿、書類等を検査させ、関係者に質問

させ、又は試験のため液化石油ガスを

収去させること。

102 液化石油ガス法第83条第４項の規

定に基づき、職員に認定を受けた保安

機関の事務所等に立ち入り、業務の状
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るために必要な措置をとるべきことを

命ずること。

166 計量法第121条第２項において準用

する同法第39条第１項の規定に基づ

き、指定計量証明検査機関から検査業

務の休止の届出があったとき、又は指

定定期検査機関が検査業務を停止した

とき、若しくは天災その他の事由によ

り検査業務を実施することが困難と

なったときに計量証明検査を行うこ

と。

167 計量法第121条第２項において準用

する同法第106条第２項の規定に基づ

き、指定計量証明検査機関の事業所の

所在地の変更届を受理すること。

168 計量法第127条第３項の規定に基づ

き、適正計量管理事業所の指定の申請

をした者の事業所における計量管理の

方法について検査をすること。

169 計量法第147条第１項の規定に基づ

き、届出製造事業者、届出修理事業

者、計量器の販売の事業を行う者、指

定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業

者、計量士、認定事業者又は取引若し

くは証明における計量をする者に対

し、その業務に関する報告をさせるこ

と。

170 計量法第147条第３項の規定に基づ

き、指定定期検査機関又は指定計量証

明検査機関に対し、その業務又は経理

の状況に関する報告をさせること。

171 計量法第148条第１項の規定に基づ

き、職員に届出製造事業者、届出修理

事業者、計量器の販売の事業を行う

者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸

入事業者、計量士、登録事業者又は取

引若しくは証明における計量をする者

の工場、事業場、営業所、事務所、事

業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計

量器の検査のための器具、機械若しく

は装置、特殊容器、特定物象量が表記

された特定商品、帳簿、書類その他の

物件を検査させ、又は関係者に質問さ

せること。

172 計量法第148条第３項の規定に基づ

き、職員に指定定期検査機関又は指定

計量証明検査機関の事務所又は事業所

に立ち入り、業務の状況若しくは帳

簿、書類その他の物件を検査させ、又

は関係者に質問させること。
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るために必要な措置をとるべきことを

命ずること。

166 計量法第121条第２項において準用

する同法第39条第１項の規定に基づ

き、指定計量証明検査機関から検査業

務の休止の届出があったとき、又は指

定定期検査機関が検査業務を停止した

とき、若しくは天災その他の事由によ

り検査業務を実施することが困難と

なったときに計量証明検査を行うこ

と。

167 計量法第121条第２項において準用

する同法第106条第２項の規定に基づ

き、指定計量証明検査機関の事業所の

所在地の変更届を受理すること。

168 計量法第127条第３項の規定に基づ

き、適正計量管理事業所の指定の申請

をした者の事業所における計量管理の

方法について検査をすること。

169 計量法第147条第１項の規定に基づ

き、届出製造事業者、届出修理事業

者、計量器の販売の事業を行う者、指

定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業

者、計量士、認定事業者又は取引若し

くは証明における計量をする者に対

し、その業務に関する報告をさせるこ

と。

170 計量法第147条第３項の規定に基づ

き、指定定期検査機関又は指定計量証

明検査機関に対し、その業務又は経理

の状況に関する報告をさせること。

171 計量法第148条第１項の規定に基づ

き、職員に届出製造事業者、届出修理

事業者、計量器の販売の事業を行う

者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸

入事業者、計量士、登録事業者又は取

引若しくは証明における計量をする者

の工場、事業場、営業所、事務所、事

業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計

量器の検査のための器具、機械若しく

は装置、特殊容器、特定物象量が表記

された特定商品、帳簿、書類その他の

物件を検査させ、又は関係者に質問さ

せること。

172 計量法第148条第３項の規定に基づ

き、職員に指定定期検査機関又は指定

計量証明検査機関の事務所又は事業所

に立ち入り、業務の状況若しくは帳

簿、書類その他の物件を検査させ、又

は関係者に質問させること。
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特殊容器指定製造者の指定の申請を受

理すること。

188 計量法施行令第41条第１項の規定

に基づき、計量法第62条第１項の規定

による特殊容器指定製造者からの変更

の届出を受理すること。

189 計量法施行令第41条第１項の規定

に基づき、計量法第64条の規定によ

り、指定事業者に対し、同法第60条第

２項各号に適合するために必要な措置

をとるべきことを命ずること。

190 計量法施行令第41条第１項の規定

に基づき、計量法第65条の規定による

廃止の届出を受理すること。

191 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第127条第１項の規

定による適正計量管理事業所の指定を

行うこと。

192 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第127条第２項の規

定による適正計量管理事業所の指定の

申請を受理すること。

193 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第131条の規定によ

り、適正計量管理事業所の指定を受け

た者に対し、同法第128条各号に適合

するために必要な措置をとるべきこと

を命ずること。

194 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第133条において準

用する同法第62条第１項の規定による

変更の届出を受理すること。

195 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第133条において準

用する同法第65条の規定による廃止の

届出を受理すること。

196 計量法施行令第７条の規定に基づ

き、装置検査の申請を受理している旨

を表す証票を付すこと。

197 計量法施行規則（平成５年通商産

業省令第69号）第６条第２項の規定に

基づき、他の都道府県知事に通知する

こと。

198 計量法施行規則第６条第３項及び

第13条において準用する同規則第６条

第３項の規定に基づき、届出書の副本

を保管すること。

199 計量法施行規則第47条第１項の規

定に基づき、登録証の返納を受理する

こと。
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特殊容器指定製造者の指定の申請を受

理すること。

188 計量法施行令第41条第１項の規定

に基づき、計量法第62条第１項の規定

による特殊容器指定製造者からの変更

の届出を受理すること。

189 計量法施行令第41条第１項の規定

に基づき、計量法第64条の規定によ

り、指定事業者に対し、同法第60条第

２項各号に適合するために必要な措置

をとるべきことを命ずること。

190 計量法施行令第41条第１項の規定

に基づき、計量法第65条の規定による

廃止の届出を受理すること。

191 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第127条第１項の規

定による適正計量管理事業所の指定を

行うこと。

192 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第127条第２項の規

定による適正計量管理事業所の指定の

申請を受理すること。

193 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第131条の規定によ

り、適正計量管理事業所の指定を受け

た者に対し、同法第128条各号に適合

するために必要な措置をとるべきこと

を命ずること。

194 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第133条において準

用する同法第62条第１項の規定による

変更の届出を受理すること。

195 計量法施行令第41条第２項の規定

に基づき、計量法第133条において準

用する同法第65条の規定による廃止の

届出を受理すること。

196 計量法施行令第７条の規定に基づ

き、装置検査の申請を受理している旨

を表す証票を付すこと。

197 計量法施行規則（平成５年通商産

業省令第69号）第６条第２項の規定に

基づき、他の都道府県知事に通知する

こと。

198 計量法施行規則第６条第３項及び

第13条において準用する同規則第６条

第３項の規定に基づき、届出書の副本

を保管すること。

199 計量法施行規則第47条第１項の規

定に基づき、登録証の返納を受理する

こと。
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34号）第45条第１項の規定に基づき、

販売事業者に、その業務に関し報告さ

せること。

216 電気用品安全法第46条第１項の規

定に基づき、立入検査を行うこと。

海洋深層水研 １ 依頼試験研究の委託契約を締結する

究所長 こと。

」

改める。

別表第２支庁長の項及び農政・農業改良普及センター所長の項を削り、同表福祉保健所長（ただし、委

任事項の欄第68号については、北部福祉保健所長、宮古福祉保健所長及び八重山福祉保健所長に限る。）

の項所長等の欄中「（ただし、委任事項の欄第68号については、北部福祉保健所長、宮古福祉保健所長及

び八重山福祉保健所長に限る。）」を削り、同項委任事項の欄第68号中「提出すること」の次に「（北部

福祉保健所、宮古福祉保健所及び八重山福祉保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同表保健

所長（ただし、委任事項の欄第73号から第79号の14までについては、中央保健所長（久米島町の区域に係

る事務に限る。）、宮古保健所長及び八重山保健所長に、同欄第93号、第94号及び第96号から第105号の1

3までについては、宮古保健所長及び八重山保健所長に限る。）の項所長等の欄中「（ただし、委任事項

の欄第73号から第79号の14までについては、中央保健所長（久米島町の区域に係る事務に限る。）、宮古

保健所長及び八重山保健所長に、同欄第93号、第94号及び第96号から第105号の13までについては、宮古

保健所長及び八重山保健所長に限る。）」を削り、同項委任事項の欄第73号中「受理すること」の次に

「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に

係るものに限る。）」を加え、同欄第74号中「指示すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久

米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄

第75号中「検査をすること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管

区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第76号中「措置をとること」の次

に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域

に係るものに限る。）」を加え、同欄第77号中「立入検査をさせること」の次に「（中央保健所の所管区

域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を

加え、同欄第78号中「禁止すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健

所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号中「許可するこ

と」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の

所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の２中「命ずること」の次に「（中央保健所の所管

区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」

を加え、同欄第79号の３中「受理すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮

古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の４中「命

ずること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保

健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の５から第79号の７までの規定中「行うこ

と」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の

所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の８中「命ずること」の次に「（中央保健所の所管

区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」

を加え、同欄第79号の９中「受理すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮

古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の10中「行

うこと」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健

所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の11中「受理すること」の次に「（中央保健所

の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限

る。）」を加え、同欄第79号の12中「採ること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区

域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の13

中「徴収すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び

八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の14中「収去すること」の次に



平成21年３月16日　月曜日 公　　　　報 （号外第６号）

25

34号）第45条第１項の規定に基づき、

販売事業者に、その業務に関し報告さ

せること。

216 電気用品安全法第46条第１項の規

定に基づき、立入検査を行うこと。

海洋深層水研 １ 依頼試験研究の委託契約を締結する

究所長 こと。

」

改める。

別表第２支庁長の項及び農政・農業改良普及センター所長の項を削り、同表福祉保健所長（ただし、委

任事項の欄第68号については、北部福祉保健所長、宮古福祉保健所長及び八重山福祉保健所長に限る。）

の項所長等の欄中「（ただし、委任事項の欄第68号については、北部福祉保健所長、宮古福祉保健所長及

び八重山福祉保健所長に限る。）」を削り、同項委任事項の欄第68号中「提出すること」の次に「（北部

福祉保健所、宮古福祉保健所及び八重山福祉保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同表保健

所長（ただし、委任事項の欄第73号から第79号の14までについては、中央保健所長（久米島町の区域に係

る事務に限る。）、宮古保健所長及び八重山保健所長に、同欄第93号、第94号及び第96号から第105号の1

3までについては、宮古保健所長及び八重山保健所長に限る。）の項所長等の欄中「（ただし、委任事項

の欄第73号から第79号の14までについては、中央保健所長（久米島町の区域に係る事務に限る。）、宮古

保健所長及び八重山保健所長に、同欄第93号、第94号及び第96号から第105号の13までについては、宮古

保健所長及び八重山保健所長に限る。）」を削り、同項委任事項の欄第73号中「受理すること」の次に

「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に

係るものに限る。）」を加え、同欄第74号中「指示すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久

米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄

第75号中「検査をすること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管

区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第76号中「措置をとること」の次

に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域

に係るものに限る。）」を加え、同欄第77号中「立入検査をさせること」の次に「（中央保健所の所管区

域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を

加え、同欄第78号中「禁止すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健

所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号中「許可するこ

と」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の

所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の２中「命ずること」の次に「（中央保健所の所管

区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」

を加え、同欄第79号の３中「受理すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮

古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の４中「命

ずること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保

健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の５から第79号の７までの規定中「行うこ

と」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の

所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の８中「命ずること」の次に「（中央保健所の所管

区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」

を加え、同欄第79号の９中「受理すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮

古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の10中「行

うこと」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健

所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の11中「受理すること」の次に「（中央保健所

の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限

る。）」を加え、同欄第79号の12中「採ること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区

域、宮古保健所の所管区域及び八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の13

中「徴収すること」の次に「（中央保健所の所管区域のうち久米島町の区域、宮古保健所の所管区域及び

八重山保健所の所管区域に係るものに限る。）」を加え、同欄第79号の14中「収去すること」の次に
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県税課長

県税課に属する主幹

」

別表第３を次のように改める。

（第６条関係）別表第３

宮 古 事 務 所 総 務 課 の 出 納 員 農 業 研 究 セ ン タ ー 宮 古 島 支 所

宮 古 福 祉 保 健 所

宮 古 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー

宮 古 土 木 事 務 所

下 地 島 空 港 管 理 事 務 所

八 重 山 事 務 所 総 務 課 の 出 納 員 農 業 研 究 セ ン タ ー 石 垣 支 所

水 産 海 洋 研 究 セ ン タ ー 石 垣 支 所

八 重 山 福 祉 保 健 所

八 重 山 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー

八 重 山 土 木 事 務 所

新 石 垣 空 港 建 設 事 務 所

別表第４中

「

福祉保健所（宮古 福祉保健所の金銭分任出納員 福祉保健所に属する収入の収納に関する

を。とこ除を山重八び及

く。）の出納員

」

「

北部福祉保健所、 北部福祉保健所、中部福祉保健所及 北部福祉保健所、中部福祉保健所及び南

に
中部福祉保健所及 び南部福祉保健所の金銭分任出納員 部福祉保健所に属する収入の収納に関す

。とこる所健保祉福部南び

の出納員

」

改め、同表宮古支庁総務・観光振興課の出納員の項、宮古支庁県税課の出納員の項、八重山支庁総務・観

光振興課の出納員の項及び八重山支庁県税課の出納員の項を削り、同表に次のように加える。

宮古事務所総務課 農業研究センター宮古島支所の金銭 農業研究センター宮古島支所に属する収

。とこるす関に納収の入員納出任分員納出の

宮古福祉保健所の金銭分任出納員 宮古福祉保健所に属する収入の収納に関

すること。

宮古農林水産振興センター及び宮古 宮古農林水産振興センター又は宮古土木

土木事務所の金銭分任出納員 事務所に属する使用料、手数料、入札保

証金及び契約保証金の受入れ、直ちに還

付する必要のある入札保証金の還付並び

に公文書の写しの交付に要する費用の収

納に関すること。

下地島空港管理事務所の金銭分任出 公文書の写しの交付に要する費用の収納

。とこるす関に員納
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県税課長

県税課に属する主幹

」

別表第３を次のように改める。

（第６条関係）別表第３

宮 古 事 務 所 総 務 課 の 出 納 員 農 業 研 究 セ ン タ ー 宮 古 島 支 所

宮 古 福 祉 保 健 所

宮 古 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー

宮 古 土 木 事 務 所

下 地 島 空 港 管 理 事 務 所

八 重 山 事 務 所 総 務 課 の 出 納 員 農 業 研 究 セ ン タ ー 石 垣 支 所

水 産 海 洋 研 究 セ ン タ ー 石 垣 支 所

八 重 山 福 祉 保 健 所

八 重 山 農 林 水 産 振 興 セ ン タ ー

八 重 山 土 木 事 務 所

新 石 垣 空 港 建 設 事 務 所

別表第４中

「

福祉保健所（宮古 福祉保健所の金銭分任出納員 福祉保健所に属する収入の収納に関する

を。とこ除を山重八び及

く。）の出納員

」

「

北部福祉保健所、 北部福祉保健所、中部福祉保健所及 北部福祉保健所、中部福祉保健所及び南

に
中部福祉保健所及 び南部福祉保健所の金銭分任出納員 部福祉保健所に属する収入の収納に関す

。とこる所健保祉福部南び

の出納員

」

改め、同表宮古支庁総務・観光振興課の出納員の項、宮古支庁県税課の出納員の項、八重山支庁総務・観

光振興課の出納員の項及び八重山支庁県税課の出納員の項を削り、同表に次のように加える。

宮古事務所総務課 農業研究センター宮古島支所の金銭 農業研究センター宮古島支所に属する収

。とこるす関に納収の入員納出任分員納出の

宮古福祉保健所の金銭分任出納員 宮古福祉保健所に属する収入の収納に関

すること。

宮古農林水産振興センター及び宮古 宮古農林水産振興センター又は宮古土木

土木事務所の金銭分任出納員 事務所に属する使用料、手数料、入札保

証金及び契約保証金の受入れ、直ちに還

付する必要のある入札保証金の還付並び

に公文書の写しの交付に要する費用の収

納に関すること。

下地島空港管理事務所の金銭分任出 公文書の写しの交付に要する費用の収納

。とこるす関に員納
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を殿県縄沖、に県縄沖を県縄沖
「 県税事務所 「 県税事務所 「 県税事務所出納員

支 庁」 事 務 所」 支 庁 県 税 課 」

。る削を」）庁支（「、め改に殿県縄沖
「 県税事務所出納員

事務所県税課出納員 」

第181号様式中 沖縄県 印 を 沖縄県 印 に、
「 県税事務所長 「 県税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

を殿県縄沖、に県縄沖を県縄沖
「 県税事務所 「 県税事務所 「 県税事務所出納員

支 庁」 事 務 所」 支 庁 県 税 課 」

。る削を」）庁支（「、め改に殿県縄沖
「 県税事務所出納員

事務所県税課出納員 」

。るめ改に殿県縄沖を殿県縄沖中式様号581第
「 自動車税事務所長 「 自動車税事務所長

」長所務事」長庁支

支（「、め改に印県縄沖を印県縄沖中式様号881第
「 税事務所長 「 自動車税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

庁）」を削る。

第190号様式中 殿 を 殿 に改める。
「県税事務所長 「県税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

第191号様式中 長殿 を 殿 に改める。
「県税事務所 「県税事務所長

支 庁 」 事 務 所 長 」

第192号様式中 殿 を 殿 に改める。
「県税事務所長 「県税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

第193号様式、第193号様式の３、第194号様式、第202号様式、第203号様式、第211号様式及び第212号

様式中「（支庁）」を削る。

第215号様式中 沖縄県 殿 を 沖縄県 殿 に改める。
「 県税事務所長 「 県税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

第216号様式を次のように改める。

第216号様式

猟

税

狩 納 税 済 印

年 月 日

名

）

県

沖 縄 県

所

税

務
事

事務
所 （

備考 規格は、直径3.0センチメートルとする。

（土地改良法施行細則の一部改正）

土地改良法施行細則（昭和47年沖縄県規則第74号）の一部を次のように改正する。第６条

第10条中「支庁長、」を削る。

（沖縄県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則の一部改正）

沖縄県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則（昭和47年沖縄県規則第75号）の一部を第７条

次のように改正する。
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を殿県縄沖、に県縄沖を県縄沖
「 県税事務所 「 県税事務所 「 県税事務所出納員

支 庁」 事 務 所」 支 庁 県 税 課 」

。る削を」）庁支（「、め改に殿県縄沖
「 県税事務所出納員

事務所県税課出納員 」

第181号様式中 沖縄県 印 を 沖縄県 印 に、
「 県税事務所長 「 県税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

を殿県縄沖、に県縄沖を県縄沖
「 県税事務所 「 県税事務所 「 県税事務所出納員

支 庁」 事 務 所」 支 庁 県 税 課 」

。る削を」）庁支（「、め改に殿県縄沖
「 県税事務所出納員

事務所県税課出納員 」

。るめ改に殿県縄沖を殿県縄沖中式様号581第
「 自動車税事務所長 「 自動車税事務所長

」長所務事」長庁支

支（「、め改に印県縄沖を印県縄沖中式様号881第
「 税事務所長 「 自動車税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

庁）」を削る。

第190号様式中 殿 を 殿 に改める。
「県税事務所長 「県税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

第191号様式中 長殿 を 殿 に改める。
「県税事務所 「県税事務所長

支 庁 」 事 務 所 長 」

第192号様式中 殿 を 殿 に改める。
「県税事務所長 「県税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

第193号様式、第193号様式の３、第194号様式、第202号様式、第203号様式、第211号様式及び第212号

様式中「（支庁）」を削る。

第215号様式中 沖縄県 殿 を 沖縄県 殿 に改める。
「 県税事務所長 「 県税事務所長

支 庁 長 」 事 務 所 長 」

第216号様式を次のように改める。

第216号様式

猟

税

狩 納 税 済 印

年 月 日

名

）

県

沖 縄 県

所

税

務
事

事務
所 （

備考 規格は、直径3.0センチメートルとする。

（土地改良法施行細則の一部改正）

土地改良法施行細則（昭和47年沖縄県規則第74号）の一部を次のように改正する。第６条

第10条中「支庁長、」を削る。

（沖縄県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則の一部改正）

沖縄県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則（昭和47年沖縄県規則第75号）の一部を第７条

次のように改正する。
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新規則の規定により設置された職に補せられたものとみなす。

（沖縄県出先機関の長に対する事務の委任及び決裁に関する規則の一部改正に伴う経過措置）

３ この規則の施行の際現に第２条の規定による改正前の沖縄県出先機関の長に対する事務の委任及び決裁

に関する規則の規定により、支庁長又は農政・農業改良普及センター所長に対して行われた申告、申請等

のうち行政処分等が完結していないものについては、第２条の規定による改正後の沖縄県出先機関の長に

対する事務の委任及び決裁に関する規則の規定により、宮古事務所長及び八重山事務所長、農林水産振興

センター所長又は土木事務所長に対して行われた申告、申請等とみなす。

（名蔵ダム管理規則の一部改正に伴う経過措置）

４ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における第33条の規定による

改正後の名蔵ダム管理規則（以下「新名蔵ダム管理規則」という。）別表第２の規定の適用については、

「

新名蔵ダム管理規則別表第２中 沖縄県八重山土木事務所長 とあるのは、

」

「

八重山支庁土木建築課長 とする。

」

（名蔵頭首工管理規則の一部改正に伴う経過措置）

５ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における第34条の規定による

改正後の名蔵頭首工管理規則（以下「新名蔵頭首工管理規則」という。）別表の規定の適用については、

「

新名蔵頭首工管理規則別表中 沖縄県八重山土木事務所長 とあるのは、

」

「

八重山支庁土木建築課長 とする。

」
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訓 令

沖縄県訓令第３号

沖縄県訓令第２号
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